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だまされた！！

いつに
なったら

届くの？

お金を

振り込んだのに
…

年齢別相談件数
（平成 22年度～平成 26年度岐阜県窓口受付分）
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ハタチ
の契約
注意報!

消費者トラブル事例
～もし消費者トラブ

ルに巻き込まれたら
～消費者トラブル事例

～もし消費者トラブ
ルに巻き込まれたら

～

20歳になると悪質商法のターゲットに！

社会経験が少なく
トラブルに

巻き込まれやすい

みんなはどんな
トラブルに遭ってるの！？

最も多いのは
通信販売のトラブル
（→詳しくはP2へ）

INDEXINDEX
２０歳になると悪質商法のターゲットに！
消費者トラブル事例
　　　　～もし消費者トラブルに巻き込まれたら～

不当請求トラブル（ワンクリック詐欺）
ネットショップでの通販トラブル
アポイントメントセールス
キャッチセールス
エステサービスをめぐるトラブル
マルチ商法
アフィリエイト・ドロップシッピングを利用した手口
賃貸借契約に関するトラブル
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【基礎知識編2】
クレジットカードのこと知っていますか？

【基礎知識編1】
〈1-1〉 契約について知ろう！
〈1-2〉 クーリング・オフ制度
〈1-3〉 特定商取引法
〈1-4〉 消費者契約法

【基礎知識編3】
消費者には社会を変える力があります。
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消費生活センターを活用しよう

なぜ若者が狙われるの！？

料金を支払う
必要はありません。

「誤操作はこちらへ」と書かれていても
連絡をとってはいけません。

不当請求トラブル
（ワンクリック詐欺）
不当請求トラブル
（ワンクリック詐欺）
不当請求トラブル
（ワンクリック詐欺）
不当請求トラブル
（ワンクリック詐欺）
不当請求トラブル
（ワンクリック詐欺）

○パソコンやスマホなどの広告で「無料」を強調しておいて、ア
クセスした途端に登録料を請求してくる手口です。

○解決策を調べようとネット検索したら「ワンクリック詐欺を解
決する」というコンサルティング会社を見つけた。被害防止と
アドバイスの委託契約を結んで言われるままにお金を振り込
んだが、これは必要のない契約だったと後で気づいた。こうし
た二次被害を引き起こさないように注意しましょう。

　（消費生活センターへの相談は無料です。）

○スマホ等の画面から請求画面が消えなくなってしまったら
　情報処理推進機構（IPA）に相談しましょう。
※IPAはパソコンやスマホなどのインターネット
　トラブル解決のお手伝いをする機関です。

表紙のケースの場合、②が正解です。
①は、問合せをすることであなたの個人情報が相手に知られ
てしまう危険があります。③は、そもそも料金を支払う必要
はありません。
不安であれば消費生活センターに相談しましょう。

○海外ネットショップでトラブルにあったら国民生活センター
　越境消費者センター（CCJ）に相談しましょう。
※CCJとは、海外の窓口となる機関と連携して、
　消費者と海外事業者との間のトラブル解決の
　お手伝いをする機関です。

無料だと思ってクリックした場合、
有料契約は成立していません。

いきなり請求画面に
なっても

あわてないで！
いきなり請求画面に

なっても

あわてないで！

IPA

CCJ

信頼性の高い
業者を選びましょう！

○通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。

○事業者の住所や電話番号の記載がない、記載があっても実在
しない、日本語に不自然な点があるなど、不審だと思うことが
あれば取引をひかえましょう。

○メールだけのやり取りしかできない業者とは連絡が取れなく
なることがあります。前払いするときは注意しましょう。

事業者の住所、電話番号、責任者が正しく
記載されているかを確認しましょう

親元を離れ、
生活費を自分で
管理し始める人も…

1

ネットショップでの通販トラブルネットショップでの通販トラブル2 前払いには注意！

商品が届かない！

偽物が届いた！！

前払いには注意！

商品が届かない！

偽物が届いた！！
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スマートフォンで無
料サイトを閲覧

していたら、年齢
確認画面になっ

た。「１８歳以上」を
クリックしたとこ

ろ、突然「登録完了
」となり、高額な

料金の請求画面が
消えなくなった。

ネットショッピング
でブランドの

バッグを購入し、商
品が送られて

きた。実物を見てみ
たら、明らかに

偽物とわかる粗悪品
だった。

販売購入形態別相談件数
（平成 26年度岐阜県窓口受付分）
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212

20 歳代20歳代

20歳からは未成年者
取消が適用されない
（→詳しくはP6へ）

判断に迷ったら、消費生活センターに相談してみましょう！（電話番号 １８８）判断に迷ったら、消費生活センターに相談してみましょう！（電話番号 １８８）
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申し込み 承 諾

契約成立

じゃあ
契約したら もう 
やめることは
できないの？

契約は
慎重にしないと
いけないね！

業者に見てもらったら、
敷金では足りないわ。
あと6万円必要だけど、
学生さんだし3万円だけ
負担してもらえる？

50万円の
元手を取るのに
何日かかるの…

そんなに
汚してないはず
だけど…

これ ください。 ありがとう
  ございます

クイズの答え：「すべて契約」です。

深く考えず
に

契約しちゃ
ったけど…

自宅で
カンタン
収入！？

やってみようかなぁ…

基礎知識編1-1基礎知識編1-1

【アフィリエイトの仕組み】
1.自分の開設しているウェブサイト、ブログ等でスポンサー
　業者（広告主）の商品やサービスの広告を行う。

2.自分のサイトを通じて業者サイトにアクセスした件数や
　購入実績で広告報酬がもらえる。

☆契約は契約書のような書類を作らなくても口約束だけでも成立します。
☆いったん契約が成立すると、一方的に契約を取りやめたり、内容を変更したりすることがで
　きません。

☆ただし、契約そのものを「無効」とできる場合や「取り消し」「解約」ができる場合があります。

契約は「申し込み」の意思表示と「承諾」の意思表示が合致して成立します。

【ドロップシッピングの仕組み】
1.スポンサー業者の商品やサービスの広告を行うサイトを
　自分で開設。
2.サイトを見た人からの注文を受け付ける。
3.商品の発送や在庫管理をスポンサー業者が実施。

※国土交通省では、原状回復の費用負担の考え方について、
「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」で示しています。

原状回復　ガイドライン

契約とは
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消費者トラブル事例
～もし消費者トラブ

ルに巻き込まれたら
～消費者トラブル事例

～もし消費者トラブ
ルに巻き込まれたら

～

5

アフィリエイト・
ドロップシッピングを利用した手口
アフィリエイト・
ドロップシッピングを利用した手口7
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高額収入をうたう
業者とアフィリエイ

ト

ビジネスの契約をし
た。すぐに元が取れ

ると言われ高額な
情報商材を購入し

た

が、まったく収入が
得られなかった。

勧誘時に説明された
収入をあてにした、

無理な契約はやめましょう。

⑴「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で誘
引し、

⑵仕事に必要との理由で、商品等を売って金銭負担を負
わせる

　取引であれば「業務提供誘引販売取引」にあたり、２０日
以内であればクーリング・オフの対象となります。

　（→P7）

○近年アフィリエイトという言葉を使って「知り合いを勧
誘して会員を増やせば収入が得られる」といった、マル
チ取引的な勧誘も多くなっています。

引越しで現在住ん
でいるアパート

を引き払うことにな
った。それほど

汚していないはず
なのに、原状回

復費用として高額
な修繕費を請求

され、敷金を返して
もらえない。

賃貸借に関するトラブル賃貸借に関するトラブル8

「原状回復」＝「賃借人が
借りた当時の状態に戻

すこと」ではありません。

○借主にとって大きなトラブルになるのは、退去時の
「原状回復」です。入居時には物件の状況をよく確
認しておきましょう。

○経年変化や賃借人の通常の使用による損耗等の修繕
費用は賃料に含まれています。

民法では、20歳未満の未成年者が契約するには親(法定代理人である親権者)の同意が必要と
定められており、同意がない契約は取り消すことができます。

ネットで始める
サイドビジネス
の勧誘

ネットで始める
サイドビジネス
の勧誘

引越しの際の
敷金返還トラブル!
引越しの際の
敷金返還トラブル!

答えは
このページの
右下に！

コンビニでパンを買う
電車に乗る
図書館で本を借りる
レンタルショップでDVDを借りる
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この中で契約にあたるのはどれでしょうか？

◇未成年者は契約の取り消しができる？

・小遣い程度の金額の契約
・親が支払った契約

・20歳以上であるとうそを言った場合
・結婚している場合(成年とみなされる)　など

◆未成年者でも取り消しができない契約

クーリング・オフ制度
による取り消し→P7へ

消費者契約法による
取り消し→P11へ

　～契約をするときは慎重に！～契約について知ろう！　～契約をするときは慎重に！～

クイズに挑
戦！

クイズに挑
戦！

判断に迷ったら、消費生活センターに相談してみましょう！（電話番号 １８８）判断に迷ったら、消費生活センターに相談してみましょう！（電話番号 １８８）


